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Ⅰ．提出書類一覧 

１．提出書類一覧（チェックリスト） 

 ◎は合築または併設する場合、それぞれの事業所で提出が必要。 

※は資料作成上の注意を確認すること） 

№ 様式 添   付   書   類 

チェ

ック 

欄 

備     考 

Ａ．応募申込書 

1 
2-1A 

2-1B 

応募申込書 

（単独法人用又は法人グループ用） 
  

2 2-2 委任状（法人グループ用）  
法人グループの場

合 

3 2-3 委任状兼印鑑届  

本店代表者から支

店等代表者への委

任がある場合 

4  印鑑証明書（原本）  発行後３カ月以内 

5  代表者事項証明書（原本）  発行後３カ月以内 

6  履歴事項全部証明書（原本）  発行後３カ月以内 

7  
直近１か年の「法人税」及び「消費税及び

地方消費税」の納税証明書（原本） 
 発行後３カ月以内 

8  
直近１か年の本店所在地の法人事業税、特

別法人事業税の納税証明書（原本） 
 発行後３カ月以内 

9  定款（写）   

10 2-4 誓約書兼承諾書   

11 2-5 役員名簿一覧   

     

Ｂ．法人に関する書類（代表法人・構成法人ごとに各１部提出） 

1 3-1 法人調書    

2 3-2 法人の社会福祉事業実施状況等一覧表    

3  過去３年間の監査指導の指摘事項    

4   ↑ 上記指摘事項に係る改善状況    

5 
3-3A 

3-3B 

決算数値等入力シート（過去３年分） 

（社会福祉法人用又は社会福祉法人以外

の法人用） 

  

6  

法人の直近３年間の財務諸表（貸借対照表

(B/S)、事業活動収支計算書(P/L)、資金収

支計算書(C/F)）、申請日までの月次試算表

（直近１年度分） 

 

※既に共同生活援助

事業所を運営してい

る場合は、その事業

所の財務諸表も併せ

て提出のこと 

7 3-4 財産目録   別様式可            

8  法人の事業報告書（直近年度分）     
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9  法人の事業計画書（今年度分）     

     

Ｃ．事業実施計画 

1 4-1 事業実施計画書  

プレゼンテーショ

ン当日説明資料と

して作成すること 

2 4-2 共同生活援助に係る体制   

3 4-3◎ 人員計画書    

4 4-4◎ 研修計画書    

5 4-5◎ 
管理者予定者及びサービス管理責任者予

定者の経歴書 
  

未定の場合は氏名

欄に「未定」と記

載すること 

6 

4-6A 

4-6B 

◎ 

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

（短期入所・共同生活援助用、生活介護

等用） 

  

7 4-7 医師会関係、関係所管課等との協議内容   

地域への情報提供、

建築担当部局・開発

担当部局・管轄消防

署等との協議につい

て記載 

8 任意 
協力病院・歯科医の確保が見込まれるこ

とが分かる書類 
   

     

Ｄ．施設建設に関すること 

1  施設配置図   

文字や数字が明確

に確認できる縮尺

とすること 

2 ※ 

各階平面図 

（①施設全体の計画コンセプトについて 

 ②施設計画における評価の着眼点につ

いて、それぞれ別紙で添付） 

  

基準で定めのある

面積、幅等につい

て明記すること。

文字や数字が明確

に確認できる縮尺

とすること。 

3  部屋別面積表     

4 ※ 立面図（①パース）     

5 任意 事業スケジュール表   

     

Ｅ．資金計画 

1 5-1◎ 施設整備等資金計画書    

2 5-2◎ 

資金収支計画書（事業収支計画書） 

（各収入・支出の積算根拠を別紙（任意

様式）で添付） 

   

3  見積書（建築工事）   
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4  見積書（設計監理）   

5 
任意

※ 

按分計算表 

（事業毎にかかる費用として、面積按分

したもの） 

 

合築・併設する事

業所がある場合は

提出が必要 

※ 借入予定がある場合 

6 5-3 借入金償還計画書    

7 5-4 借入金償還財源内訳表   
贈与により借入金

償還を行う場合 

8 5-5 金融機関との協議内容    

9 5-6 償還財源贈与契約書（写）   別様式可 

10  印鑑証明書（原本） 

（贈与契約の関係者全員分） 
  

発行後３カ月以内 

A-4 と同じ場合は

省略可 

11  課税証明書(原本） 

（贈与契約の関係者全員分） 
  発行後３カ月以内 

※ 寄附採納予定がある場合 

12 5-7 寄附者の状況表（施設整備・運転資金）    

13 5-8 
寄附者の贈与契約書[建設・運転資金] 

(写) 
  

別様式可（履行時

期及び金額を明記

すること) 

14  印鑑証明書（原本） 

（贈与契約の関係者全員分） 
  

発行後３カ月以内 

A-4 と同じ場合は

省略可 

15  定期性預金残高証明書（原本） 

（贈与契約の関係者全員分） 
  

証明日は提出期間

内とし、複数の場

合は証明日を統一

すること。 

     

Ｆ．その他 

1  ＣＤ－Ｒ等の提出資料データ     

 

２．資料作成上の注意 

（１）データの作成方法 

  ① 提出資料のデータのファイル形式は、Word、Excel、PDF のいずれかの形式で、

ＣＤ－Ｒ等の電子媒体に書き込んだものを提出すること（USB メモリ等返却が

必要なものは不可）。ただし、B-5（様式 3-3）については Excel 形式、C-1（様

式 4-1）については、PowerPoint 形式で提出すること。 

  ② 様式以外の資料の各ファイル名は、チェックリストの番号、添付書類名を記載

すること。（例 D-5 事業スケジュール表.pdf）  

（２）正本・副本の作成方法 

  ① (１)のデータを印刷し、ファイルに綴じて正本１部、副本 9 部提出すること。 

但し、原本の提出を求めている資料（A-4 など）については、原本を提出する
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こと（副本の場合は写しで可） 

  ② 書類は片面印刷でＡ４ファイルに左綴じで提出すること。 

  ③ Ａ４サイズより大きい資料は、製本しやすいように折り畳んで提出すること。

またＡ４サイズより小さい資料は、Ａ４の台紙に添付して提出すること。 

  ④ 番号順にインデックスを付すこと。（書類不要の場合も白紙にインデックスを

付すこと） 

（３）合築または併設する事業がある場合 

  ① 個別の事業について算定根拠や収支計画等を積み上げ、C-3～6、E-1～2 につい

て個々の事業種別ごとの資料及び事業計画全体に係る資料をそれぞれ作成す

ること。 

  ② 収支の内容等で按分の必要があるものについては、按分の根拠を明確にし、資

料として添付すること。 

（４）詳細要件や応募内容を補完するための追加資料は最小限の範囲で添付して構い

ません。但し、この場合には、追加資料リストを添付するとともに提出時に内容を

ご説明ください。 

（５）添付書類で（写）とされているものについては、正本は原本証明すること。（副

本は不要） 

    （例） 

   

   

   

（６）D-2 については、各階平面図に浴槽、洗面台、ベッド、収納、家具等のレイアウ

トを明示すること。 

   また各階平面図の他、①施設全体の計画コンセプトについて、及び②施設計画

における評価の着眼点への配慮について説明する資料（任意様式）にて提出する

こと。 

   併せて併設する事業が有る場合、本体事業と併設事業のそれぞれの区画を色分

けする等、わかりやすく明記すること。 

（７）D-4 については、立面図の他、①パースを別紙（任意様式）にて提出すること。 

（８）E-5 については、各事業所の専有面積比による按分を行い、その比率による見積

書（工事・設計）の費用按分を行うこと。 

（９）その他、本市が必要とする書類を求めることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この写しは原本と相違ありません。  
令和   年   月   日 
法人名  ○ ○ ○ ○ 
代表者名 □□ □□ 実印 
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Ⅱ．評価の着眼点 

 応募者の提案内容について、審査項目ごとの主な審査内容に対する評価の着眼点は

以下のとおりです。 

審査項目 審査内容 評価の着眼点 配点 

Ⅰ 運営計画 

運営理念 

運営方針 

・事業についての趣意・方針が明確であり具体的である。 

・入居者の生活上の課題について研究・認識しており、そ

の課題の対応方法について具体的かつ適切に計画して

いる。 

・事業対象地周辺の障がい者の課題について研究、認識し

ており、施設が果たす役割について具体的かつ適切に計

画している。 

・地域連携推進会議の運営方針等を具体的かつ適切に計

画している。 

・入居者の家族や地域住民との交流の機会の確保や、地域

活動等との連携・協力について、具体的にかつ適切に計

画している。 

・家賃・食費等の設定が適切である。 

・災害時の業務継続計画（BCP）が具体的に検討されてい

る。 

６５ 

人員体制 

・管理者（予定者）に障害福祉サービス事業の実績・経験

がある。 

・サービス管理責任者（予定者）に障がい者グループホー

ムの実績・経験がある。 

・重度の障がい者の介護等に対応するため、資格・専門性

のある者の配置を計画している。 

・入居者の受け入れ計画が適切であり、かつ重度の障がい

者を多く受け入れる計画となっている。 

・入居者の受け入れ計画にあわせて、必要な世話人等の配

置を適切に計画している。 

・人員確保や人員の定着支援に向けた計画が具体的であ

る。 

・障がい者に対する虐待防止などの職員研修など、職員の

質の向上を図るための取り組みが具体的かつ適切に計

画されている。 

支援体制 

の確立等 

・障害福祉サービス事業者や他の関係施設と、支援体制に

関する連携について協議を行っている。 

・協力医療機関となる医療機関と協議を行っている。 

・協力歯科医療機関となる歯科医療機関と協議を行って

いる。 
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併設事業 

等 

・併設又は合築する他の障害福祉サービス事業等の具体

的な計画があり、障がい者の地域生活支援に効果が期待

できる。 

・地域生活支援に資する設備等の設置があり、障がい者の

地域生活支援に効果が期待できる。 

Ⅱ 施設計画 

 

建築計画 

・施設全体の設計コンセプトが運営理念等に照らして明

瞭かつ望ましいものであり、建物プランに反映されてい

る。 

・各居室にゆとりや障がい特性に応じた工夫があるなど、

入居者の居住環境に配慮している。 

・各ユニットの居間・食堂・トイレ・風呂・洗面所など

が適切に配置され、重度の障がい者に対応するための工

夫がある。 

・施設全体として動線が機能的であり、職員の働きやすさ

への配慮がある。 

・職員の事務スペース、休憩スペースが適切に確保されて

いる。 

・無理のない整備スケジュールとなっている。 

３０ 

地域への 

配慮、安全 

対策 

・緊急時の２方向避難ほか想定される災害対策、その他防

犯対策等を考慮した建物となっている。 

・ごみステーションを確保するなど、近隣に居住する住民

の方々の円滑な日常生活・地域活動等に配慮した敷地

整備が行われている。 

・送迎用等の駐車スペースが適切に確保されているなど、

周辺の交通安全対策に配慮した敷地整備が行われてい

る。 

Ⅲ 法人の 

適格性 

 

組織運営 

・法人の所在地が神戸市若しくは兵庫県にある。 

・障がい者グループホーム若しくはその他障害福祉サー

ビス事業の運営実績があり、運営に問題が無い。 

・その他社会福祉事業の３年以上の運営実績があり、運営

に問題が無い。 

・法人が行う社会福祉事業等の実施状況等について、ホー

ムページ等を通じて情報公開を行っている。 

・法人の監事又は会計監査人若しくはその他監査法人等

により、法人の計算書類等の監査が適切に行われてい

る。 

・法人が実施する社会福祉事業等の収支等に関する情報

について、WAM ネット等を通じて情報公開を行ってい

る。 

４５ 
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財務状況 

・長期にわたって安定した事業運営を実施できる法人規

模を有している。 

・法人の財務状況が健全である。 

Ⅳ 資金計画 資金計画 

・資金収支計画にグループホーム事業・施設整備に係る

収入・支出が適切に計上されるなど、適切に策定してい

る。 

・建築費について、施設整備に必要な経費等を適切に見込

んでいる。 

・貸付料の支払いを適切に見込んでいる。 

・借入金の償還計画を適切に策定している。 

・施設整備に係る自己資金について、必要な整備費を確保

している。 

・グループホーム運営資金について、各年度において必要

な財源を確保している。 

２０ 

合       計                       １６０ 

〇留意事項 

 ※ 特定の項目について、極めて不備な点がある場合には評価の対象としない又はマ

イナス評価とする場合があります。 

 ※ 著しく内容の劣る審査項目がある場合は、他の内容の如何に関わらず、失格とな

る場合があります。 

 

Ⅲ．人員・設備・運営等に関する基準及び事業者指定手続き 

１．人員・設備・運営等に関する基準 

 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所のほか指定障害福祉サービス事業所等

の整備に当たっては、以下の厚生労働省が定める基準及び神戸市条例のほか、厚生労

働省が定める障害者総合支援法に基づくその他の事業に関する基準、その他指定障害

福祉サービス等に係る関係法令・通知等に定める基準を遵守してください。 

 ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年９月 29

日厚生労働省令第 171 号）」 

 イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福

祉サービス事業の設備及び運営に関する基準（平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省

令第 174 号） 

 ウ 神戸市指定障害福祉サービス事業者の指定の基準並びに指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24 年 12 月 21

日神戸市条例第 49 号） 

 エ 神戸市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例（平

成 24 年 12 月 21 日神戸市条例第 51 号） 
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（１）日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の主な基準 

管理者 常勤１人（管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務

可） 

サービス管理責任者 30：１（入居定員が 20 人以上である場合は、できる限り専

従とすること） 

生活支援員 次の①～④の合算した数以上（常勤換算方法） 

①区分３の利用者数を９で除した数 

②区分４の利用者数を６で除した数 

③区分５の利用者数を４で除した数 

④区分６の利用者数を 2.5 で除した数 

※世話人、生活支援員、夜間支援従事者のうち、１人以上

は常勤 

※常時１人以上の世話人又は生活支援員を配置 

世話人 利用者数を５で除した数以上（常勤換算方法） 

夜間支援従事者 共同生活住居ごとに１人以上 

協力医療機関 必要（病状の急変等への対応に支障のない近距離） 

協力歯科医療期間 あらかじめ定めておくよう努めなければならない（病状の

急変等への対応に支障のない近距離） 

支援体制の確保 地方公共団体や社会福祉法人等であって、障害福祉サービ

ス等を経営する者や他の関係施設の機能を活用すること

等により、支援体制が確立できると見込まれる者との間の

連携及び支援の体制を整えること。 

地域連携推進会議の

開催 

地域との連携による効果的な事業運営、サービスの透明性

及び質の確保、利用者の権利擁護等のため、概ね年 1 回以

上、利用者及びその家族、地域住民の代表者、福祉や経営

について知見を有する者並びに市町村の担当者等に対し、

提供しているサービス内容を明らかにする地域連携推進

会議を開催すること。 

また概ね年 1 回以上、地域連携推進会議の構成員が見学す

る機会を設けること。 

協議会等 協議会等に対して定期的に日中サービス支援型指定共同

生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評

価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を

聴く機会を設けること。 

 

（２）指定短期入所事業所（併設型）の主な基準 

生活支援員等 共同生活援助の入居者数及び短期入所の利用者数の合計

数を当該施設の入所者の数とみなした場合に、当該施設と

して必要とされる数以上 
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夜間従事者 1 人以上（グループホーム夜間支援従事者と兼務可） 

 

（３）その他の指定障害福祉サービス事業所等の基準 

厚生労働省が定める障害者総合支援法に基づく事業に関する各基準等を確認し

てください。 

 

（４）サービス管理責任者の要件 

サービス管理責任者として配置するためには、以下のア及びイの要件を満たす

必要があります。 

ア 実務経験 障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支

援・相談支援などの業務における実務経験（年数は経験の種類

に応じて、3 年、5 年、8 年） 

「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者

として厚生労働大臣が定めるもの等（平成 18 年９月 29 日厚生

労働省告示第 544 号）」参照 

イ 研修の修了 サービス管理責任者等基礎研修（講義・演習）、相談支援従事者

初任者研修を修了し、実践研修受講開始日前５年のうち通算２

年以上の実務を経験し、サービス管理責任者等実践研修（講義・

演習）を修了していること（実践研修修了後５年毎に受講が必

要）。 

（注）サービス管理責任者として配置が予定されている方は、都道府県が実施する研

修の受講が必要です。神戸市では研修を実施していませんので、他自治体が行う

研修を受講してください。 

   兵庫県はサービス管理責任者等研修を実施しています。詳しくは、兵庫の委託

事業者（兵庫県社会福祉事業団福祉のまちづくり研究所研修課）のホームページ

をご確認ください。 

 

２．事業者指定について 

 ・日中サービス支援型共同生活援助事業所ほか障害福祉サービス事業の開始にあた

っては、障害者総合支援法第 29 条第 1 項の規定に基づき、本市の事業者指定を受

ける必要があります。 

 ・事業者指定を受けるにあたっては、事業を開始しようとする日の約３カ月前（４月

１日指定を希望する場合は前年の 12 月 20 日）までに事前相談書類を神戸市福祉

局監査指導部に提出してください。 

 ・申請の際に、指定基準を満たしていない場合は、当該選考結果に関わらず、事業者

として指定を受けることができず、事業を開始することができませんのでご注意

ください。 
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Ⅳ．補助金 

１．施設整備補助金 

 提案施設の整備にあたり、補助金の活用を希望する事業者には、神戸市補助金等の

交付に関する規則及び神戸市民間社会福祉施設整備費等補助金交付要綱に基づき、予

算の範囲で施設整備の補助を行います。補助金を活用する場合は、施設整備等資金計

画書・資金収支計画書等に適切に反映してください。 

 なお補助金の活用は、自ら提案施設を整備し、運営する法人に限ります。 

 ※ 国（厚生労働省）及び本市の令和７年度予算の成立を前提に行うものであり、国

及び本市の予算が成立しない場合には、整備補助を行わないことがあります。 

（１）社会福祉施設等施設整備費国庫補助 

  ①対象経費 

   整備に必要な工事費及び工事事務費（設計監督料等） 

   ※ 補助対象となる工事事務費は、工事費の 2.6％以内です。 

   ※ 官庁申請手続等の申請事務代行費用や外構工事費、備品購入費等の経費は補

助対象とはなりません。 

  ②補助額 

   社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱（平成 17 年 10 月５日厚生労働

省発社援第 1005003 号）第２の６に掲げられた交付額の算定方法に基づき、補

助対象経費の総額の３/４の額と、同要綱別表３－１の補助基準額を比較し、そ

の低い方の金額を上限とする額 

   ※ 参考：共同生活援助の補助基準額（令和６年度基準） 

     ・日中サービス支援型（定員 11～20 人の場合） 

30,700 千円×２＝61,400 千円 

・短期入所整備加算：13,500 千円（定員が 3 人未満の場合は 1/2） 

     ・その他、エレベーター等設置整備加算等の加算あり 

   ※ 補助基準額等は令和６年度のものであり、変更される場合があります。 

  ③補助決定（内示）の時期 

   令和７年６月下旬頃 

   ※ 国庫補助を活用する場合は、厚生労働省の補助金交付決定の内示があるまで

工事等の契約・着工はできません。内示前に工事の契約等を行った場合は、

補助金の対象外となります。 

   ※ 厚生労働省と協議の結果、同省の予算状況その他の理由により、採択されな

い場合があります。 

  ④留意事項 

  ・国庫補助を活用した施設整備は、国及び本市からの多額の補助により実施され

ることから、執行の適正化が求められるとともに、法人においても、施設整備の

透明性を確保するため、情報の開示等に努める必要があります。そのため、提案

施設の建設工事請負業者の選定は、本市の公共工事における手続きに準拠し、

事業者自身による公募型指名競争入札によって行います。 

  ・公募型指名競争入札を行うにあたり、事業主体や整備施設の概要等を記載した
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設計図書等の公告を行います。 

  ・設計図書は、本募集案内に定める基準によるほか、建築基準法、消防法令等の関

係法令に適合するよう作成のうえ、公告開始日の１カ月前までに本市に提出し、

承認を得ることが必要です。 

  ・設計図書の内容が不適切な場合は改善を指導します。改善の指導を受け、改善資

料の提出を求めたにもかかわらず、不適切なまま入札又は契約が行われた場合

は、補助金の交付決定は行わず、若しくは整備事業者の決定を取り消すことが

あります。 

  ・その他の公募型指名競争入札手続きの手順・留意事項については、補助金交付決

定の内示後にお知らせします。 

（２）神戸市グループホーム整備支援事業 

  ①対象経費 

   共同生活住居を新築（創設）するための経費 

   ※ 設計監督料等の工事事務費、官庁申請手続等の申請事務代行費用や外構工事

費、備品購入費等の経費は補助対象とはなりません。 

   ※ 社会福祉施設等施設整備費国庫補助と併用することはできません。 

  ②補助額 

   神戸市民間社会福祉施設整備費等補助金交付要綱別表３に掲げられた額 

   ※ 市東部（東灘区・灘区・中央区）における創設及び新規開設 

     補助対象経費の総額の４/５分の額と補助基準額 12,000千円を比較して少な

い額 

   ※ 補助額は令和６年度のものであり、変更される場合があります。 

 

２．事業所運営に対する補助金等（参考） 

 整備した日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の運営等に対して、以下の補

助制度等があります。 

（１）重度障害者受入グループホーム対象加算制度 

   本市の共同生活援助の支給決定を受けている障がいのある方であって、障害支

援区分５または区分６に該当する方を受け入れている場合に、訓練等給付費の支

給にあわせて以下の額を支給します。 

  ア 区分５の者一人につき 1,500 円/日 

  イ 区分６の者一人につき 1,800 円/日 

   ※ 体験利用者は対象外です。 

   ※ 支給を受けようとする年度ごとに申請が必要です。 

   ※ 加算額は令和６年度のものであり、変更される場合があります。 

（２）入居者に対する家賃補助 

   本市の共同生活援助の支給決定を受けている障がいのある方に対して、家賃月

額から１万円を控除した額の２分の１の範囲で、月額 15,000 円を上限として家賃

の一部を助成します。 

   ※ 助成額は令和６年度のものであり、変更される場合があります。 
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Ⅴ．契約書案等 

１．市有地を活用した共同生活援助事業所整備事業 覚書（案） 

 

 

 

市有地を活用した共同生活援助事業所整備事業 覚書（案） 

 

神戸市（以下「甲」という。）と       （以下「乙」という。）とは、市有

地を活用した共同生活援助事業所整備事業（以下「本事業」という。）の着手にあた

り、次のとおり覚書を締結する。 

なお、本事業の募集要項において定義された用語は、本覚書においても同様の意義

を有する。 

 

（趣旨） 

第１条 本覚書は、甲及び事業者公募において優先交渉権者に決定された乙が、本

事業の実施に向けて必要となる事項を定めるものである。 

（事業対象地） 

第２条 事業対象地は、次のとおりとする。 

事業対象地 神戸市東灘区魚崎南町７丁目 32 番３ 面積８７２.８０㎡（実測） 

（公募による規定の遵守） 

第３条 乙は、募集要項に定められた規定を遵守すること。 

（事業実施計画の協議） 

第４条 乙は、提案した「事業実施計画」の内容について、甲と協議しなければなら

ない。この協議の中で、「事業実施計画」の見直しが必要になった場合には、乙は

必要な修正・変更を行い、甲の承諾を受けたうえで、「事業実施計画」を確定させ

なければならない。 

２ 甲及び乙は、前項の協議の結果、「事業実施計画」の確定が困難と判断した場合、

基本契約の締結に向けた協議の終了を申し出ることができる。 

３ 前項の申し出があった場合、甲及び乙は互いに申し出の事実を確認し、改めて

書面による合意をもって、本覚書は失効するものとする。 

（基本契約）  

第５条 前条第１項の協議の結果、「事業実施計画」が確定した場合には、速やかに

その内容を踏まえた基本契約を甲乙間で締結する。 

２ 甲及び乙は、基本契約の締結に至らなかった場合、甲及び乙がそれぞれ本事業

の準備に要した費用は各自の負担とし、相互に債権債務が生じないことを本覚書

により確認する。ただし、甲及び乙が本覚書に違反した場合はこの限りではない。 

（権利義務の譲渡等）  

第６条 乙は、本覚書上の地位又は本覚書により生ずる権利若しくは義務を第三者

に譲渡し、担保その他の権利の用に供し、又は承継させてはならない。  

本覚書（案）は、覚書の概要を説明したものであり、

個別の協議により内容を変更する場合があります。 
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（秘密の保持）  

第７条 甲及び乙は、本事業又は本覚書に関し相手方から秘密として提供を受けた

情報について、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示しな

いことを、本覚書により相互に確認する。ただし、次のいずれかに該当する情報に

ついては、この限りではない。 

⑴ 本事業に関連する業務の委託先等に守秘義務を課して開示するもの。 

⑵ 甲が神戸市情報公開条例（平成 13 年 7 月 16 日条例第 29 号）等関連する法令

等に基づき開示するもの。 

⑶ その他、法令等により開示が必要とされるもの。 

２ 前項ただし書の規定により情報を開示する場合は、可能な範囲内で相手方にそ

の旨を事前に連絡するよう努めるものとし、かつ、情報を開示した後においては速

やかに相手方にその旨を通知しなければならない。  

（本覚書の変更）  

第８条 本覚書の規定は、甲及び乙間の書面による合意がなければ変更できない。  

（本覚書の有効期間）  

第９条 本覚書の有効期間は、別途定める場合を除き、本覚書締結の日から第５条

第１項に基づき締結する基本契約締結日までとする。ただし、基本契約が締結に至

らなかった場合には、第４条第３項の規定に基づき、本覚書は失効するものとす

る。なお、本覚書の失効後も、第７条の規定の効力は存続する。  

（構成法人に対する乙の義務） 

第 10 条 乙が法人グループの場合は、甲の承諾なく、「事業実施計画」で登録した

構成法人を変更してはならない。 

２ 構成法人が本覚書に関して行うすべてのことについて、法人グループの代表法

人が責任を負うこととする。 

（定めのない事項等）  

第 11 条 本覚書に定めのない事項やその他必要な事項については、甲の指示に従う

こと。  

 

本覚書の成立を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自１通

を保有する。  

 

令和 年 月 日 

 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲 神 戸 市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 ㊞ 

 

乙                  ㊞ 
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２．市有地を活用した共同生活援助事業所整備事業 基本契約書（案） 

 

 

 

市有地を活用した共同生活援助事業所整備事業 基本契約書（案） 

 

神戸市（以下「甲」という。）と      （以下「乙」という。）は、市有地を

活用した共同生活援助事業所整備事業（以下「本事業」という。）の実施について、

次の条項により契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 この契約は、本事業の円滑な遂行を図ることを目的に、本事業に係る基本

的事項を定めるものとし、甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しな

ければならない。 

（事業用地） 

第２条 事業用地（以下「本事業用地」という。）は、次のとおりとする。 

事業用地 神戸市東灘区魚崎南町７丁目 32 番３ 面積８７２.８０㎡（実測） 

（事業実施計画） 

第３条 乙は、本事業を、甲の承諾を受けて定めた事業実施計画（以下「事業実施計

画」という。）に基づいて実施しなければならない。なお、事業の実施においては、

甲及び乙は、互いに必要に応じて協力するものとする。 

２ 乙は、法令及び条例の改正又は甲がやむを得ないと認めた場合にのみ、「事業実

施計画」の内容を変更することができる。ただし、この場合、乙はあらかじめ甲と

協議し、甲の承諾を得なければならない。なお、「事業実施計画」に基づく事業の

実施が、乙が行う開発許可手続等により困難となった場合は、次条に定める定期借

地権設定契約締結前に限り、乙はこの契約を解除できる。 

３ 前項により、この契約を解除した場合は、次の各号によるものとする。 

⑴ 乙が負担した契約費用及び本事業に支出した必要費、有益費その他一切の費

用は、請求できないものとする。 

⑵ 乙の解除により、甲に損害が生じた場合には、乙は損害額相当分を負担しなけ

ればならない。 

（契約関係） 

第４条 本事業用地については、甲を貸主、乙を借主とする定期借地権設定契約を

締結するものとする。 

（乙が行う工事等） 

第５条 乙は、本事業用地の定期借地権設定契約締結後に「事業実施計画」に基づ

く、工事等を実施するものとする。 

２ 乙は、「事業実施計画」に基づく前項の工事等について、乙の責任において必要

な関係機関との協議を行い、その指示に従って実施するものとする。 

本基本契約書（案）は、契約の概要を説明したものであり、

個別の協議により内容を変更する場合があります。 
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３ 詳細な施工区分は、詳細設計を進める中で甲と協議し決定するものとする。 

４ 第２条に規定する本事業用地の上に存する構造物の一切並びに残置の可能性の

ある地下埋設物を、乙の負担と責任において、管理、解体撤去することとする。 

５ 乙は、「事業実施計画」に基づく工事等に係る周辺住民への計画・工事説明及び

周辺の環境対策等について、乙の責任において適切に実施するものとする。 

６ 乙は、本事業用地の工事期間中の仮囲いの意匠について、甲に協議するものと

する。 

（権利譲渡の禁止等） 

第６条 乙は、甲の書面による事前の承諾がなければ、この契約に定める権利義務

を第三者に譲渡することはできない。 

（公序良俗に反する使用の禁止） 

第７条 乙は、本事業用地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第 77 号）第２条第２号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれ

らの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に使用してはなら

ない。 

２ 乙は、本事業用地を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して前項の

定めに反する使用をさせてはならない。この場合において、乙は、前項の使用の禁

止をまぬがれるものではない。 

３ 乙は、前項の第三者が新たな第三者に本事業用地を使用させる場合も同様に、

前２項の内容を遵守させなければならない。 

（風俗営業等の禁止） 

第８条 乙は、本事業用地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和 23 年法律第 122 号）第２条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風

俗関連特殊営業、同条第 11 項に定める特定遊興飲食店の用に使用してはならな

い。 

２ 乙は、本事業用地を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して前項の

定めに反する使用をさせてはならない。この場合において、乙は、前項の使用の禁

止をまぬがれるものではない。 

３ 乙は、前項の第三者が新たな第三者に本事業用地を使用させる場合も同様に、

前２項の内容を遵守させなければならない。 

（実地調査等） 

第９条 甲は、前２条に定める内容に関し、必要があると認めるときは、乙に対し、

質問し、立入検査を行い、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき

報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

２ 乙は、甲から要求があるときは、前２条に定める内容に関し、その事実を証する

書類その他の資料を添えて本事業用地の利用状況等を直ちに甲に報告しなければ

ならない。 

３ 乙は、正当な理由なく前２項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は報

告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 
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（契約の解除） 

第 10 条 甲及び乙は、相手方がこの契約に定める義務を履行しないときは、相当の

期間を定めて催告のうえ、この契約を解除することができる。 

２ 次の各号の一に該当するときは、甲は、催告を要しないで直ちにこの契約を解

除することができる。 

⑴ 乙が第７条及び第８条の定めに違反したとき。 

⑵ 乙に偽りその他不正な行為があったとき。 

３ 前２項の規定により、甲がこの契約を解除した場合は、次の各号によるものと

する。 

⑴ 乙が負担した契約費用及び本事業に支出した必要費、有益費その他一切の費

用は、甲に請求できないものとする。 

⑵ 甲に損害があれば、甲は、乙にその賠償を請求することができる。 

⑶ 乙に損害があっても、乙は、甲にその賠償を請求することができない。 

（原状回復の義務） 

第 11 条 甲が前条に規定する解除権を行使したときは、乙は、自己の負担と責任に

おいて、本事業用地を更地或いは原状に回復し、甲の指定する期日までに返還しな

ければならない。ただし、甲が更地或いは原状に復することを必要としないと認め

るときは、この限りではない。 

（契約費用） 

第 12 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

（暴力団等に対する除外措置） 

第 13 条 乙は、本契約締結にあたり、乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員もしくは役員

又は実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、その他暴力団（同法第２

条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係

を有している者（神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成 22

年５月 26 日市長決定）第５条に該当する者）に該当しないことを確認する。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙が暴力団員もしくは役員又は実質的に経営に関与

する者が暴力団員である法人等、その他暴力団及び暴力団員と社会的に非難され

るべき関係を有する者であることが判明した場合には、甲は乙に対して契約の解

除を行うことができる。 

３ 前項の契約の解除にあたっては、第 10 条の規定をそれぞれ準用する。 

（管轄裁判所） 

第 14 条 この契約から生じる一切の訴えについては、本事業用地の所在地を管轄す

る地方裁判所又は簡易裁判所をもって管轄裁判所とする。 

（その他） 

第 15 条 乙は、この契約に定めのない事項については、「市有地を活用した共同生

活援助事業所整備事業 事業者募集要項」に定めるもののほか、必要な事項につい

ては、甲の指示に従わなければならないものとする。 
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この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、

各自その１通を保有する。 

 

令和 年 月 日 

 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲   神  戸  市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造   ㊞ 

 

乙                      ㊞ 

 

＜法人グループの場合＞ 

《代表法人》 

乙                      ㊞ 

《構成法人》 

                                    ㊞ 

 

 

【神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成 22 年５月 26 日市長決

定）抜粋】 

（暴力団等に関係するかどうかの照会） 

第４条 市長は、必要があると認めるときは、平成 22 年５月 26 日付けで兵庫県警察

本部長（以下「本部長」という。）との間で取り交わした神戸市が行うすべての契約

等からの暴力団等の排除に関する合意書に基づいて又は当該合意書の趣旨に基づい

て、次に掲げる者に関して次条各号に定める事項に該当するかどうかにつき、本部

長に対して照会を行うものとする。 

（１）略 

（２）公有財産処分等契約に関連して次に掲げる者 

  ア 次に掲げる書面を市長に提出した者 

    (ｱ) 入札参加申込書 

    (ｲ) (ｱ)に掲げるもののほか、公有財産処分等契約について本市の契約の相手

方になることを希望する旨の書面 

  イ 本市と契約を締結する予定となっている者又は候補となっている者 

  ウ 本市が契約を締結した場合にあっては、当該契約の相手方 

  エ アからウまでに掲げるもののほか、本市が締結しようとしている契約につい

ての事務の連絡を行う者その他の関係者 

（３）略 

（４）略 

（５）略 
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（６）前各号に掲げるもののほか、これらの者に準ずる者として市長が認める者 

２ 前項の照会を行う際に本部長に提供する個人情報の取扱いについては、個人情報

の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）の規定に従わなければならない。 

第５条 前条第１項に規定する次条各号に定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）前条第１項各号に掲げる者が法人等である場合にあっては、当該法人等につい

て暴力団員が、役員として又は実質的に、経営に関与していること。 

（２）前条第１項各号に掲げる者が個人又は個人事業者である場合にあっては、当該

個人又は個人事業者が暴力団員であること。 

（３）前条第１項各号に掲げる者が、暴力団員を、相当の責任の地位にある者として使

用し、又は代理人として選任していること。 

（４）次に掲げる者のいずれかが、自己、自己が経営する法人等、自己が所属する法人

等又は第三者の利益を図るため、又は第三者に損害を与えるために、暴力団の威

力を利用していること。 

  ア 前条第１項各号に掲げる者 

  イ 前条第１項各号に掲げる者が法人等である場合にあっては、当該法人等の役

員 

  ウ 前条第１項各号に掲げる者に使用される者であって、相当の責任の地位にあ

る者 

（５）前号アからウまでに掲げる者のいずれかが、暴力団又は暴力団員（以下「暴力団

等」という。）に金銭的な援助を行い、その他経済的な便宜を図っていること。 

（６）第４号アからウまでに掲げる者のいずれかが、暴力団等に関係する事業者であ

ることを知りながら、当該事業者に下請負又は再委託を行い、その他当該事業者

を利用していること。 

（７）前各号に掲げるもののほか、第４号アからウまでに掲げる者のいずれかが、暴力

団等と社会的に非難されるべき関係を有していること。 
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３．定期借地権設定契約書（案） 

   

 

 

定 期 借 地 権 設 定 契 約 書 
（１）定期借地権を設定する土地 

土 

 

地 

地 番 神戸市東灘区魚崎南町７丁目 32 番３ 

地 目 公

簿 

宅地 現

況 

宅地 

地 積 公

簿 

872.80 ㎡ 実

測 

872.80 ㎡ 

（２）建設する建物・附属施設・建物以外の建造物 

 

建

物 

構造規模             造    階建て 

建築面積             ㎡ 

延べ面積             ㎡ 

事業の用途 障害福祉サービス事業 

附属施設             ㎡ 

建物以外の建造物             ㎡ 

（３）契約期間 

始 期 ２０２４年 月 日から 
５０年０月間 

終 期 ２０７４年 月 日まで 

（４）権利金・賃料等 

権

利

金 

返還しない一時金として、契約成立時に、賃借人が賃貸人に支払う権利金 

●●円 

神戸市の指定する支払期日までに、神戸市の発行する納入通知書により神戸

市の指定する金融機関に納付する。 

賃 

 

料 

前期分(4 月 1 日～9 月

30 日分) 

●●円（月額●●円） 支 払 期

日※ 

各 年 ４ 月

30 日 

後期分(10月 1日～3月

31 日分) 

●●円（月額●●円） 支 払 期

日※ 

各年 10 月

31 日 

支払方法 神戸市の発行する納入通知書により神戸市の指定

する金融機関に納付 

遅延利息 支払期日の翌日から支払日までの日数により年

14.6%の利率で計算 

保証金               円 

違約金               円 

※なお、支払期日が土曜日にあたる場合はその翌々日を支払期日とし、また、支払期

日が休日にあたる場合は、その翌日を支払期日とする。 
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（５）賃貸人及び賃借人 

賃貸人 神戸市              ［担当部局：福祉局障害福祉課］ 

賃借人 〇△□◇             ［担当部署：〇〇部□□課］ 

 

契 約 条 項 
（契約の締結） 

第１条 賃貸人神戸市（以下「甲」という。）及び賃借人    （以下「乙」とい

う。）は、甲所有の頭書（１）に記載する土地（以下「本件土地」という。）につい

て、以下の条項により借地借家法（以下「法」という。）第 22 条に規定する定期借

地権を設定する契約（以下「本契約」という。）を締結し、信義に従って誠実に義

務を履行する（以下、本契約によって設定される借地権を「本件借地権」という。）。 

（趣旨） 

第２条 甲は、本件土地を本契約締結時の現状有姿のまま乙に賃貸し、乙はこれを

賃借する。 

２ 本契約により甲が乙のために設定する定期借地権は賃借権とする。 

３ 本件借地権については、契約の更新（更新の請求及び土地の使用の継続による

ものを含む。）及び建物の築造による存続期間の延長がなく、また、乙は、建物等

の買取請求をすることができない。 

４ 本件借地権については、民法第 619 条の規定の適用はないものとする。 

（目的等） 

第３条 乙は、本件土地を頭書（２）に記載の建物、附属施設及び建物以外の建造物

（以下「本件建物等」という。）の所有を目的として本件土地を使用するものとし、

本件建物等以外の工作物等を建築又は設置してはならない。なお、本件建物等を増

改築又は再築する場合も同様とする。 

２ 甲及び乙は、本件土地が公有財産であり、地方自治法第 238 条の５第４項の規

定により、公用又は公共用に供することが優先されることを相互に確認する。 

３ 乙が本件建物等を賃貸する場合は、その契約は借地借家法第 38 条に定める定期

建物賃貸借契約によるものとし、頭書（３）に記載する契約期間の満了前に終了す

るものとしなければならない。 

（契約期間） 

第４条 契約期間は頭書（３）に記載するとおりとする。 

２ 前項の契約期間には、本件建物等の建築及び取り壊しに要する期間を含める。 

３ 本件借地権については、第１項に規定する期間の満了により終了し、契約の更

新を行わない。 

（土地の引渡し） 

第５条 甲は、本契約締結後速やかに、甲乙現地立会にて現状を確認したうえで、乙

に対し、本件土地を現状有姿にて引き渡す。 

２ 甲は、前項の規定により引き渡す本件土地が頭書（２）に記載の用途に適合する

ことを保証するものではなく、乙は、同用途に適合させるために本件土地の整備等
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を必要とする場合は、第 13 条の規定により甲の承諾を得て、乙の費用と責任にお

いて整備等を行わなければならない。 

（賃料等） 

第６条 乙は、頭書（４）の記載に従い賃料を甲に支払わなければならない。 

２ １か月未満の借地期間に係る賃料は、賃料月額を基礎として日割計算により算

出した金額とする。この場合、１か月を 30 日として計算する。 

３ 乙は、頭書（４）の記載に従い権利金を甲に支払わなければならない。 

４ 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲が別に定める金員を甲に支払

うものとし、これを甲の指定する支払期限までに、甲の発行する納入通知書により

甲の指定する金融機関に納付する。 

 (1) 乙が、本件土地上の建物を第三者に譲渡する場合。 

 (2) 乙が、本件土地上の建物を競売若しくは公売により失った場合。 

 (3) 乙が、本件土地上の建物を増改築する場合。 

（賃料の改定） 

第７条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、賃料を改定することがで

きる。 

 (1) 甲が本件土地につき特別の費用を負担することになったとき。 

 (2) 物価又は土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済情勢の変動により、又

は近傍類似の土地の賃料に比較して賃料が不相当と認められるに至ったとき。 

２ 甲は、前項の規定により賃料を改定する場合、乙に対し、書面により改定した賃

料を通知する。 

（保証金） 

第８条 乙は、本契約から生ずる甲に対する債務を担保するため、甲に対し、保証金

として、頭書（４）に記載する金員を預託するものとし、これを甲の指定する支払

期日までに、甲の発行する納入通知書により甲の指定する金融機関に納付しなけ

ればならない。 

２ 甲は、前項の保証金の額が、賃料の改定によってその 12 カ月分を下回ることと

なった場合は、保証金の額を改定することができる。この場合、乙は、甲に対し、

改定後の保証金と既納保証金との差額を預託するものとし、甲の指定する支払期

日までに、甲の発行する納入通知書により甲の指定する金融機関に納付しなけれ

ばならない。 

３ 乙は、保証金を預託していることを理由として、自己の債務不履行責任に対す

る抗弁とすることができない。 

４ 甲は、契約期間の満了、解除その他の事由により本契約が終了し、乙が第 17 条

に規定する原状回復を完了した場合は、保証金の全額を無利息で乙に返還する。た

だし、甲は、本件土地の返還時に、賃料、原状回復に要する費用その他乙について

未払の債務が存在する場合は、当該債務の額を保証金から控除する。 

５ 乙は、前項の規定による保証金の返還が完了するまでの間、保証金を、賃料その

他の債務と相殺することはできない。 
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６ 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただ

し、第 13 条の規定により甲の承諾を得て賃借権が第三者に譲渡された場合は、甲

乙間で別段の定めをしない限り、保証金返還請求権は当該第三者に譲渡されるも

のとする。 

（遅延利息） 

第９条 乙は、賃料、保証金その他本契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合

は、甲に対し、これらに対する支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、遅延

した金額に対して年 14.6%の割合による遅延利息を、甲の指定する支払期日まで

に、甲の発行する納入通知書により甲の指定する金融機関に納付しなければなら

ない。 

２ 前項の遅延利息の計算に当たっては、賃料、保証金等の額に 1,000 円未満の端

数がある場合又はその全額が 2,000 円未満である場合は、その端数金額又はその

全額を切り捨てるものとし、また、遅延利息の額に 100 円未満の端数がある場合

又はその全額が 1,000 円未満である場合は、その端数金額又はその全額を切り捨

てるものとする。 

（善管注意義務） 

第 10 条 乙は、本件土地を善良な管理者の注意をもって使用及び維持管理をしなけ

ればならない。 

２ 乙は、騒音、振動、悪臭、有毒ガスの発生又は汚水の排出等、近隣に迷惑となる

行為をしてはならない。 

（費用負担等の特約） 

第 11 条 甲は、修繕を要する損傷・劣化等の原因の発生時期にかかわらず、本件土

地の修繕義務を負わないものとし、当該損傷・劣化等に起因する乙の一切の損害に

ついて、その補償責任を負わない。 

２ 乙は、本件土地の維持管理及び修繕に要する経費をすべて負担する。 

３ 本契約締結等に要する費用は、乙の負担とする。ただし、本契約に係る公正証書

作成費用は、甲と乙が折半する。 

４ 甲は、乙が本件土地に関して負担した一切の費用について、その補償責任を負

わない。 

（紛争等の処理） 

第 12条 本件土地の使用及び維持管理に伴い発生する乙と第三者との紛争その他の

諸問題については、乙の責任と負担において解決する。 

（契約不適合責任） 

第 13 条 甲は、本契約に関して一切の契約不適合責任を負わないものとし、乙は、

本件土地の種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないものがあった

場合でも、甲に対し、本件土地の補修、不足分の引渡しによる履行の追完、賃料の

減額若しくは損害賠償の請求を行うことができず、また本契約を解除することが

できないものとする。 

（転貸、譲渡等の禁止） 
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第 14 条 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の

書面による承認を得た場合はこの限りでない。 

 (1) 本契約によって取得した権利の全部又は一部につき譲渡又は転貸すること。 

 (2) 本件土地の用途又は形状を変更すること。 

 (3) 本件土地上に本件建物等以外の工作物等を建設若しくは設置すること。 

 (4) 本件建物等を増改築、再築し、又は用途変更すること。 

２ 乙は、前項の承認申請をする場合は、甲が別途定める書式によるものとする。 

（違約金） 

第 15 条 甲は、乙が、第３条、第 10 条、若しくは前条の規定に違反したとき又は

第 24 条の規定に該当するときは、違反時の月額賃料の 12 カ月分に相当する金額

を、乙に対し、違約金として請求することができ、乙は、これを甲の指定する支払

期日までに、甲の発行する納入通知書により甲の指定する金融機関に納付する。 

２ 前項の違約金は違約罰であって、第 22 条に規定する損害賠償の予定又はその一

部とはしないものとする。 

３ 第１項の規定は、次条第１項に規定する甲の契約解除権の行使を妨げるもので

はない。 

（契約の解除） 

第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合において、乙に対し相当の

期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず当該期間内に是正されないとき

は、本契約を解除することができる。 

 (1) 第２条の規定に違反したとき。 

 (2) 乙が賃料の支払を怠ったとき。 

 (3) 保証金を支払期日までに納付しないとき。 

 (4) 第 13 条の規定に違反したとき。 

 (5) 前各号のほか本契約に規違反したとき。ただし、次項の場合を除く。 

２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する催告その他の手

続を要せず、直ちに本契約を解除することができる。 

 (1) 甲において、本件土地を公用又は公共の用に供する必要が生じたとき。 

 (2) 第 22 条の規定に該当するとき。 

 (3) 仮差押、仮処分若しくは強制執行等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処

分を受けたとき。 

 (4) 支払停止又は支払不能に陥ったとき。 

 (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始

等の申立てを受け、又は自らその申立てをしたとき。 

 (6) 合併によらないで解散したとき又は事実上その営業を停止したとき。 

 (7) 前各号のほか、信用状態に重大な変化が生じたとき、又は本契約に関して重

大な違反をしたとき。 

３ 甲は、前項第１号の事由に基づき本契約を解除する場合は、乙に対し、通常生じ

る損失を補償するものとし、その他の事由に基づき本契約を解除する場合は、乙に
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対して一切補償をしないものとする。 

（契約の終了） 

第 17条 天変地変その他の不可抗力により本件土地の全部又は一部が滅失し又は棄

損し、乙の使用目的が達せられなくなった場合は、本契約は当然に終了する。な

お、甲は、滅失又は棄損した部分の修繕義務を負わず、乙の使用目的が達せられな

くなるか否かは修繕がなされないことを前提に判断するものとする。 

２ 甲は、前項の契約の終了により乙に損害が生じたとしても、その損害について

補償責任を負わない。 

（土地の返還及び原状回復義務の特約） 

第 18 条 乙は、本契約が終了する日までに（第 16 条の規定に基づき本契約が解除

された場合にあっては、甲の指定する期日までに）、本件建物等の滅失登記及び第

23 条第１項後段に定める定期借地権設定登記の抹消を完了させた上、本件土地を

甲に返還しなければならない。 

２ 前項の場合において、乙は、自己の費用をもって、本件建物等及びその他乙が本

件土地に建設又は設置したものを収去し、本契約締結当時の状態にまで復旧して

返還しなければならない。ただし、甲が、その必要がないと認めたときは、この限

りでない。 

３ 乙は、第１項の明渡しをするときには、期間満了２年前までに本件建物等の取

壊し及び本件建物等の賃借人の退去等本件土地の返還に必要な事項を甲に通知し

なければならない。 

４ 甲及び乙は、第２項に基づき乙が行う復旧の内容及び方法について協議するも

のとする。 

５ 乙は、本契約が終了する日までに（第 16 条の規定に基づき本契約が解除された

場合にあっては、甲の指定する期日までに）本件土地を返還しないときは、本契約

終了日の翌日から返還完了に至る日までの賃料の倍額に相当する使用損害金を、

甲の指定する期日までに、甲の発行する納入通知書により甲の指定する金融機関

に納付する。 

（有益費等の放棄の特約） 

第 19 条 乙は、甲の承諾の有無及び理由の如何にかかわらず、甲に対し、本件土地

に自ら投下した有益費及び必要費の償還を請求することができない。 

（実地調査等） 

第 20 条 甲は、必要があると認めた場合は、乙の使用状況について質問し、本件土

地に立ち入って調査し、また、乙に対し、参考となるべき資料の提出及び報告を求

めることができる。この場合、乙は、調査・報告等を拒み、又は妨げてはならない。 

（届出義務） 

第 21 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、甲に対し、

その旨を遅滞なく届け出なければならない。 

 (1) 本件土地の現状に変更があるとき又は変更の恐れがあるとき。 

 (2) 乙の氏名、住所、連絡先等、本契約締結時に甲に届け出た事項に変更があると
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き。 

 (3) 本件建物等を第三者に貸し付けるとき。 

 (4) 本件建物等について、差押え又は競売開始決定があったとき。 

 (5) その他本契約の維持に障害となる事実が生じたとき。 

（損害賠償） 

第 22 条 乙は、本契約に規定する義務を履行しなかったことにより甲に損害を与え

た場合は、甲に対し、その損害を賠償しなければならない。 

２ 乙が、本件土地の使用及び維持管理に起因する事故により第三者に損害を与え

た場合は、乙の責任と負担において当該第三者に賠償しなければならない。 

（登記及びその費用） 

第 23 条 乙が、本件土地について定期借地権設定登記を希望する場合、甲は、その

登記に協力するものとする。また、乙は、本契約が終了した場合には、速やかに、

当該登記を抹消するものとする。 

２ 前項に係る費用は、乙の負担とする。 

（暴力団等に対する除外措置） 

第 24 条 本契約締結にあたり乙が提出した市有不動産借用申請書の記載に反し、神

戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成 22 年５月 26 日市長決

定）第４条第１項第２号又は第６号に掲げる者が同要綱第５条各号に掲げる事項

のいずれかに該当することが判明した場合は、甲は乙に対して第 15 条の規定に基

づく違約金の請求、第 16 条の規定に基づく本契約の解除を行うことができる。 

（連帯保証人） 

第 25 条 連帯保証人〇△◇□（以下「丙」という。）は、乙と連帯して、本契約から

生じる乙の債務を負担するものとする。なお、本契約が更新された場合も同様とす

る。 

２ 丙は、乙と連帯して、極度額●●●円の範囲で、本契約から生じる一切の債務

（賃料、遅延利息、乙の義務違反等に基づく遅延損害金等を含む一切の債務）を負

担する。 

３ 乙は、丙が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲に対し、直ちに甲に通知し

なければならない。 

 (1) 他の債務のため仮差押、仮処分若しくは強制執行等の申立てを受け、又は公

租公課の滞納処分を受けたとき。 

 (2) 支払停止又は支払不能に陥ったとき。 

 (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始

等の申立てを受け、又は自らその申立てをしたとき。 

 (4) 合併によらないで解散したとき。 

 (5) 死亡したとき。 

 (6) 後見開始審判、保佐開始審判、補助開始審判若しくは任意後見契約がなされ

たとき。 

４ 乙は、丙が前項各号のいずれかに該当する場合、甲の請求に従い、第２項の極度
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額を上限として、甲が承諾する新たな連帯保証人を速やかに立てるものとする。 

５ 丙は、賃料又は共益費が改定された場合でも、引き続き乙の債務を連帯して負

担することについて、あらかじめ同意する。 

６ 乙は、丙から甲に対して請求があった場合、甲が丙に対して民法 458 条の２に

規定される情報を提供することについて、あらかじめ同意する。 

７ 乙は、甲に対し、乙が次の各号の事項に関する情報を丙に提供したこと及び当

該情報が正確であることを保証する。 

 (1) 財産及び収支の状況 

 (2) 甲以外の第三者に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 

 (3) 本契約によって負担する債務の担保として他に提供し、又は提供しようとす

るものがある場合は、その旨及びその内容 

８ 甲の丙に対する履行請求は、民法第 458 条及び第 441 条の規定にかかわらず、

乙に対しても効力を有するものとする。 

（準拠法） 

第 26 条 本契約は、日本法を準拠法とし、日本法によって解釈されるものとする。 

（管轄裁判所） 

第 27 条 本契約から生じる一切の法律上の争訟については、神戸地方裁判所又は神

戸簡易裁判所をもって第１審の専属的合意管轄裁判所とする。 

（疑義の解釈等） 

第 28 条 甲及び乙は、本契約に規定のない事項又は本契約の規定の解釈について疑

義がある事項については、誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。 

 

 賃貸人（甲）、賃借人（乙）及び連帯保証人（丙）は、本件建物について上記のと

おり契約したことを証するため、本契約書３通を作成し、記名押印又は署名捺印の

上、各自その１通を保有する。 

 

  年  月  日 

 

                   神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

           賃貸人（甲）  神戸市 

                   代表者 神戸市長 久 元 喜 造 ㊞ 

 

                   住 所 

           賃借人（乙） 

                   氏 名              ㊞ 

 

                   住 所 

         連帯保証人（丙） 

                   氏 名              ㊞ 

 


